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告 示

滋賀県告示第571号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第29条の規定により､ 次の保安林を解除予定保安林とする旨､ 農林水産大臣か

ら通知があった｡

平成17年５月25日

滋賀県知事 國 松 善 次

１ 解除に係る保安林の所在場所 大津市上田上平野町字里ノ内21・23・24・24－1 (以上４筆について次の図に示

す部分に限る｡)､ 24－2､ 24－3､ 28・41・42－1 (以上３筆について次の図に示す部分に限る｡)､ 42－2､ 43－1 か

ら43－3 まで､ 44－1､ 44－2､ 45－1 (次の図に示す部分に限る｡)､ 45－2 から45－4 まで､ 上田上牧町字戸塚482

－1 (次の図に示す部分に限る｡)､ 482－2､ 482－3､ 483－1 から483－5まで､ 487－2､ 491－3､ 512－2､ 512－3､

513－2､ 513－3､ 515－1､ 515－2､ 518－2､ 520－2､ 528－2､ 532－2､ 532－3､ 533－4､ 533－5､ 字恋ノ山696－

2､ 696－3､ 700－3､ 700－4､ 760－2､ 760－3､ 761－1､ 761－2､ 762－1､ 762－2､ 763－2､ 764－2､ 767－1 (次

の図に示す部分に限る｡)､ 767－2､ 768・769－1 (以上２筆について次の図に示す部分に限る｡)､ 769－2､ 770－1

(次の図に示す部分に限る｡)､ 770－2､ 771 (次の図に示す部分に限る｡)､ 772､ 774－2 から774－4 まで､ 字横落

777－2､ 777－3 (次の図に示す部分に限る｡)､ 778－1､ 778－2､ 779－1､ 779－2､ 780 (次の図に示す部分に限る｡)､

781－1､ 781－2 (次の図に示す部分に限る｡)､ 781－3､ 782－1 から782－4 まで・784－4・784－5・788－2・788－

3 (以上７筆について次の図に示す部分に限る｡)､ 788－4､ 788－5､ 790－2・790－3 (以上２筆について次の図に示

す部分に限る｡)､ 790－4､ 831､ 833－1､ 841－2 (次の図に示す部分に限る｡)､ 847－1､ 847－2 (次の図に示す部分

に限る｡)､ 848－1､ 848－2 (次の図に示す部分に限る｡)､ 字焼野952－2､ 上田上牧町1341､ 1641､ 1642 (次の図に

示す部分に限る｡)､ 1643､ 上田上桐生町字東久保2489－2､ 2492－1､ 2503－1､ 上田上桐生町3544から3547まで

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

(｢次の図｣ は､ 省略し､その図面および関係資料を滋賀県琵琶湖環境部森林保全課および大津市役所に備え置いて

縦覧に供する｡)

滋賀県告示第572号

建築士法 (昭和25年法律第202号) 第15条の17第５項において準用する同法第15条の４第２項の規定に基づき､
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この公報は､ 再生紙を使用しています｡



財団法人建築技術教育普及センターから､ 二級建築士試験事務および木造建築士試験事務を行う事務所の所在地を次

のとおり変更する旨の届出があった｡

平成17年５月25日

滋賀県知事 國 松 善 次

１ 二級建築士試験事務および木造建築士試験事務を行う事務所の所在地

財団法人建築技術教育普及センター北海道支部

変更前 北海道札幌市中央区北四条西五丁目１番地 (三井生命札幌共同ビル)

変更後 北海道札幌市中央区大通西五丁目11番地 (大五ビル)

財団法人建築技術教育普及センター近畿支部

変更前 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番10号 (大阪建築会館)

変更後 大阪府大阪市中央区大手前一丁目７番31号 (Ｏ. Ｍ. Ｍビル)

２ 変更しようとする年月日

財団法人建築技術教育普及センター北海道支部 平成17年６月６日

財団法人建築技術教育普及センター近畿支部 平成17年５月30日

公 告

県営林内素材売却公告

甲賀市信楽町多羅尾所在多羅尾県営林内素材を次のとおり売却する｡

平成17年５月25日

滋賀県知事 國 松 善 次

１ 樹種および数量

スギ ４m物 208本 33. 21立方メートル

ヒノキ ４m物 1, 519本 155. 04立方メートル

２ 入札場所 甲賀市水口町水口6200 滋賀県南部振興局甲賀県事務所入札室

３ 入札および開札日時 平成17年６月10日 13時30分から

４ 売却素材の現地説明 平成17年６月３日 14時00分までに林道多羅尾線起点に集合すること｡

５ 入札心得

� 入札参加資格 滋賀県知事による木材業者および製材業者の登録を受けた者 (法人にあっては､ 代表者) また

はその代理人｡ なお､ 代理人にあっては､ 委任状を持参すること｡

� 入札保証金 買受希望価格の100分の５以上の額

� 入札保証金の還付 入札保証金は､ 落札者にあっては契約が確定したとき､ その他の者にあっては入札が終了

したとき､ 入札者に還付する｡ ただし､ 落札者の申出により入札保証金を契約保証金の一部に充当することがで

きる｡

� 落札 県の予定価格以上の最高価格をもって落札とする｡

� 入札の郵送の諾否 入札書の郵送は､ 認めない｡

� 契約書の提出 落札者は､ 落札決定通知を受けた日から７日以内に契約書を提出しなければならない｡

� 契約保証金の額 契約金額の100分の10以上の額

� 代金納入方法および時期 一括納入とし､ 平成17年６月20日までに納入すること｡

	 物件の引渡時期および搬出期限 物件の引渡しは納入代金に見合った物件を引き渡すものとし､ 搬出期限は平

成17年７月25日までとする｡


 落札決定に当たっては､ 消費税および地方消費税込みの総価をもって落札価格とするので､ 入札者は消費税お

よび地方消費税込みの総価を入札書に記載すること｡

� その他の事項については､ 滋賀県財務規則 (昭和51年滋賀県規則第56号) の規定による｡

６ その他詳細については､ 南部振興局甲賀県事務所環境農政部森林整備課に問い合わせること｡
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地 名 ・ 地 番 申請人住所・氏名 延 長
メートル

幅 員
メートル

本 数
条

野洲市行畑字高道下､ 字堂久
保､ 字川端､ 字柿ノ内､ 字針
ノ木原､ 字村ノ内､ 字西出口､
小篠原字安城寺､ 字井関､ 字
アイヲサ地先大津湖南都市計
画中畑・小篠原土地区画整理
事業施行区域内､ 妙光寺字大
行司349－3､ 字塚之越351－
2､ 352－2､ 394－５

野洲市行畑63番地
野洲町中畑・小篠原土地区
画整理組合
理事長 浮氣与治隆

2 8 1 . 3
3 1 5 . 2
4 8 3 . 0

1 , 8 3 8 . 4

1 3 . 0
9 . 5
8 . 0
6 . 0

1
1
2
15

ページ 行 誤 正

3 0 ４ 滋賀県条例第28号 滋賀県条例第27号

ページ 行 誤 正

3 0 下から18 滋賀県条例第29号 滋賀県条例第28号

都市計画変更の図書の写しの縦覧公告

彦根市が平成17年５月25日に変更した彦根長浜都市計画地区計画に係る図書の写しの送付を受けたので､ 都市計

画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定に基づき次の場所におい

て公衆の縦覧に供する｡

平成17年５月25日
滋賀県知事 國 松 善 次

図書の縦覧場所

滋賀県土木交通部都市計画課 大津市京町四丁目 1－1

滋賀県湖東地域振興局建設管理部 彦根市元町 4－1

草津市追分丸尾土地区画整理組合理事の変更公告

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第29条第１項の規定により､ 次のとおり草津市追分丸尾土地区画整理

組合の理事の変更の届出があった｡

平成17年５月25日
滋賀県知事 國 松 善 次

１ 新たに理事になった者の氏名および住所 泉 幸伸 大阪府大阪市都島区中野町５丁目13番３号－201

２ 理事でなくなった者の氏名および住所 定井和重 大阪府枚方市朝日丘10番34－304

道路の指定公告

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第４号の規定による道路として､ 次のとおり指定した｡

この関係書類は､ 滋賀県土木交通部建築課および南部振興局建設管理部に備え置き関係人の縦覧に供する｡

平成17年５月25日

滋賀県知事 國 松 善 次

正 誤

平成17年３月30日付け号外�滋賀県条例第28号中

平成17年３月30日付け号外�滋賀県条例第29号中
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ページ 行 誤 正

3 7 ５ 調整されている 調製されている

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号
印 刷 ㈲ハン六タイプ 大津市中央一丁目６番21号

購読料 １箇年 27, 600 円

平成17年４月１日付け号外�滋賀県訓令第14号中
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